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    海市郡県議選告示 

海市郡県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙海南市・海草郡選挙区 

選挙長 東   富美子 
 

    橋市県議選告示 

橋市県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙橋本市選挙区 

選挙長 井 村 容 子 
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    有市県議選告示 

有市県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙有田市選挙区 

選挙長 松 下 佳 子 
 

    田市県議選告示 

田市県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙田辺市選挙区 

選挙長 濱 岡 弘 行 
 

    岩市県議選告示 

岩市県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙岩出市選挙区 

選挙長 原 見 実 佳 
 

    伊郡県議選告示 

伊郡県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙伊都郡選挙区 

選挙長 木 下 昌 紀 
 

    有郡県議選告示 

有郡県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 
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  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙有田郡選挙区 

選挙長 長 谷 哲 生 
 

    日郡県議選告示 

日郡県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙日高郡選挙区 

選挙長 長 尾 全 庸 
 

    東郡県議選告示 

東郡県議選告示第3号 

令和5年4月9日執行の和歌山県議会議員一般選挙において公職選挙法（昭和25年法律第100号）第86条の

4第1項又は第2項の規定により届出のあった候補者の総数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票は

行わない。 

  令和5年3月31日 

和歌山県議会議員一般選挙東牟婁郡選挙区 

選挙長 玉 置 昌 彦 
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